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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼板の表面に溶融亜鉛めっき層を有する溶融亜鉛めっき鋼板であって、
　前記鋼板は、質量％で、Ｃ：０．０２％以上０．１０％以下、Ｓｉ：０．００５％以上
０．５％以下、Ｍｎ：１．４％以上２．５％以下、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１
０％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％以上０．２％以下、Ｎ：０．００８％以下および
Ｔｉ：０．１５％以下を含有し、さらにＣａ：０．０１％以下、Ｍｇ：０．０１％以下お
よびＲＥＭ：０．０１％以下からなる群から選択された１種または２種以上を含有すると
ともに、下記式（１）～（３）を満足し、残部Ｆｅおよび不純物からなる化学組成を有す
るとともに、面積％で、フェライト：５０％以上９４％以下、ベイナイト：５％以上４９
％以下ならびにマルテンサイトおよび残留オーステナイトの合計：１％以上２０％以下を
含有する鋼組織を有し、
　前記溶融亜鉛めっき鋼板は、全伸び（Ｅｌ）と穴拡げ率（λ）との積（Ｅｌ×λ値）が
１５００％２以上、降伏比（ＹＲ）が７５％以上、引張強度（ＴＳ）が４９０ＭＰａ以上
である機械特性を有し、溶接電極先端径：６ｍｍ、加圧力：４４１０Ｎ、溶接電流：９ｋ
Ａおよび通電時間：１８サイクルの直流式抵抗スポット溶接条件で作成した抵抗スポット
溶接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）とせん断試験におけるせん断力（
ＴＳＳ）との比の値である延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）が０．５５以上、抵抗スポット溶接
継手の溶金部と母材とのビッカース硬さの比の値が２．０以下である抵抗スポット溶接性
を有することを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板。
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　Ｃ－（１２／４８）×Ｔｉ＊－（１２／９３）×Ｎｂ≦０．０９０　　　　　（１）
　Ｔｉ＊＝ｍａｘ［Ｔｉ－（４８／１４）×Ｎ－（４８／３２）×Ｓ，０］　　（２）
　２／３×Ｃ＋（１／１５０）×Ｍｎ＋Ｐ＋２×Ｓ＜０．１５　　　　　　　　（３）
　ここで、式（１）～（３）における各元素記号は各元素の含有量（単位：質量％）を示
し、式（２）におけるｍａｘ［　］は［　］内の引数のうち最大の値を返す関数である。
【請求項２】
　前記化学組成が、質量％で、Ｂｉ：０．００５％以下をさらに含有することを特徴とす
る請求項１に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【請求項３】
　前記化学組成が、質量％で、Ｎｂ：０．１５％以下、Ｃｒ：１％以下、Ｖ：０．１％以
下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：１％以下およびＢ：０．００５％以下
からなる群から選択された１種または２種以上をさらに含有することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【請求項４】
　前記フェライトがＴｉまたはＮｂを含有する粒径１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の炭化物、窒
化物およびそれらの複合物を１００個／μｍ２以上の数密度で含有することを有すること
を特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【請求項５】
　前記溶融亜鉛めっき層が、合金化溶融亜鉛めっき層であることを特徴とする請求項１か
ら請求項４までのいずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【請求項６】
　下記工程（Ａ）～（Ｄ）を有することを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれ
か１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（Ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（Ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（Ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に保持
する均熱処理工程；および
　（Ｄ）前記均熱処理工程により得られた熱延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【請求項７】
　下記工程（ａ）～（ｅ）を有することを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれ
か１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧
延工程；
　（ｄ）前記冷間圧延工程により得られた冷延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に
保持する均熱処理工程；および
　（ｅ）前記均熱処理工程により得られた冷延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
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き工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【請求項８】
　下記工程（Ａ）～（Ｄ）および（Ｆ）を有することを特徴とする請求項５に記載の溶融
亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（Ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（Ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（Ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に保持
する均熱処理工程；
　（Ｄ）前記均熱処理工程により得られた熱延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程；および
　（Ｆ）前記溶融亜鉛めっき工程により得られた冷延鋼板を室温まで冷却する過程におい
て、４８０℃以上６００℃以下の温度域に保持して合金化処理を施す合金化処理工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【請求項９】
　下記工程（ａ）～（ｆ）を有することを特徴とする請求項５に記載の溶融亜鉛めっき鋼
板の製造方法：
　（ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧
延工程；
　（ｄ）前記冷間圧延工程により得られた冷延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に
保持する均熱処理工程；
　（ｅ）前記均熱処理工程により得られた冷延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程；および
　（ｆ）前記溶融亜鉛めっき工程により得られた冷延鋼板を室温まで冷却する過程におい
て、４８０℃以上６００℃以下の温度域に保持して合金化処理を施す合金化処理工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法に関する。より詳しくは、本
発明は、抵抗スポット溶接性および伸びフランジ性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板お
よびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、自動車の軽量化を図るため、自動車用鋼板の高強度化が要求されている。鋼板の
高強度化に関しては、従来から研究が行われており、例えば固溶強化元素や析出強化元素
を添加したり、鋼組織をベイナイトやデュアルフェイズとして鋼組織を強化することが行
われてきた。
【０００３】
　しかし、引張強度が４９０ＭＰａ級以上の鋼板については、延性の低下、さらには穴拡
げ性の低下による伸びフランジ成形性の劣化が課題となっており、特に５９０ＭＰａ級以
上の鋼板については伸びフランジ成形性の劣化が顕著であるため重要な課題となっている
。
【０００４】
　さらに、鋼板の高強度化に伴って、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎなどの鋼を強化する元素を一定以上
添加することが必要となるため、合金成分含有量が高く、スポット溶接性が劣化するとい
った課題を有している。
【０００５】
　ところで、自動車用鋼板の用途によっては、強度だけでなく耐食性も要求される。鋼板
の耐食性を改善するには溶融めっき鋼板が大量に使用されているが、とりわけ経済性、防
錆機能、塗装後の性能の点で優れる溶融亜鉛めっき鋼板が広く用いられている。
【０００６】
　そこで、成型性やスポット溶接性の劣化を抑制しつつ溶融亜鉛めっき鋼板を高強度する
ために、様々な技術が提案されている。
　例えば、特許文献１には、円相当半径が０．１μｍ以上のセメンタイトの組織率を０．
１％以下と限定した、穴拡げ性に優れるとされる高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板が提案
されている。
【０００７】
　特許文献２には、固溶強化元素としてＳｉを０．３～１．８％（本明細書では特に断り
がない限り化学組成に関する「％」は「質量％」を意味する）を添加し、第２相を焼き戻
しマルテンサイトを面積率で２０％以上含有する組織とした、加工性およびスポット溶接
性に優れるとされる高張力溶融亜鉛めっき鋼板が提案されている。
【０００８】
　特許文献３には、平均粒径３．５μｍ以下の主相であるフェライトと第２相とからなり
、第２相として体積率で７０％以上のマルテンサイトと２％以上のオーステナイトを有す
る鋼組織とした、加工性に優れるとされる高張力溶融亜鉛めっき鋼板が提案されている。
【０００９】
　特許文献４には、ベイニティックなフェライト組織と円相当径０．５μｍ以上の粗大な
セメンタイトを占積率で０．１％以下含むベイニティックなフェライト組織との両方もし
くは一方のみからなるものとした、７８０Ｎ／ｍｍ２以上の引張強度を有し強度延性バラ
ンスおよびバーリング性に優れるとされる高強度熱延鋼板が開示されている
　さらに、特許文献５には、Ｃ，Ｍｎ，Ｓｉ，Ａｌの添加量を制御し固有抵抗が２８μΩ
・ｃｍ以上５３μΩ・ｃｍ以下とした、スポット溶接性と成形性に優れるとされる高強度
溶融亜鉛めっき鋼板が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平４－２６８０５７号公報
【特許文献２】特開２００１－２０７２３５号公報
【特許文献３】特開２０００－２１２６８６号公報
【特許文献４】特開平７－４８６４８号公報
【特許文献５】特開２００７－１４６２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　しかし、これら従来の発明には、いずれも以下に列記する課題がある。
　特許文献１において提案されている技術は、Ｃを炭化物として固定する元素がなく、熱
処理条件でセメンタイトの生成を抑制する。このように組織変化を利用するために組織の
バラツキが大きく、優れた性能を安定して得ることは難しい。
【００１２】
　また、Ｓｉを多量に添加した鋼板には、熱間圧延工程においてファイアライトと呼ばれ
る赤色のスケールを生じ、外観や塗装性が低下するという問題がある。さらに、連続溶融
亜鉛めっき工程の前酸化過程においてＳｉ酸化層が形成され、その後の合金化処理が困難
になり、高温での合金化処理が必要となるという問題がある。特許文献２において提案さ
れている技術では、これら課題に対する対策が十分になされていないため良好なめっき性
が得られない。
【００１３】
　特許文献３において提案されている技術は、鋼組織が複合組織からなるために硬質な第
二相がプレス加工における割れの起点になり易い。また、第２相の分率の変動により組織
のバラツキが大きく、優れた性能を安定して得ることは難しい。
【００１４】
　特許文献４において提案されている技術は、その実施例にも記載されているようにＴｉ
を０．１～０．１５％程度と多量に添加する必要があるため、材料疵による鋼板表面の外
観不良が発生する。さらに、耐食性確保のためにＣｕ、ＰさらにはＮｉを多量に添加する
必要もあり、コストが嵩む。
【００１５】
　特許文献５において提案されている技術は、合金化溶融亜鉛めっき軟鋼板とのスポット
溶接において十分な適正溶接電流範囲を確保することが提案されているが、溶接部の強度
や延性比は考慮されておらず、実際の部品において安定した溶接強度を確保できない場合
がある。
【００１６】
　このように、従来の技術では、成形性とスポット溶接性に優れた高強度溶融亜鉛めっき
鋼板を低コストで安定して製造することは困難であった。
　ここに、本発明の目的は、成形性とスポット溶接性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板
を低コストで安定して提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、鋼組成と製造条件を適正
範囲に調整してＣやＮ化合物による析出強化を最大限に利用することによって、効率的に
鋼板の強化が図られるとともに、鋼中の固溶Ｃが低減され、これによって成形性およびス
ポット溶接性に優れたものとすることができ、高い強度を有しながら成形性とスポット溶
接性とに優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板が得られることを新たに知見した。
【００１８】
　本発明は以上の新たな知見に基づいてなされたもので、その要旨は以下の通りである。
　（１）鋼板の表面に溶融亜鉛めっき層を有する溶融亜鉛めっき鋼板であって、
前記鋼板は、Ｃ：０．０２％以上０．１０％以下、Ｓｉ：０．００５％以上０．５％以下
、Ｍｎ：１．４％以上２．５％以下、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０１０％以下、ｓ
ｏｌ．Ａｌ：０．００１％以上０．２％以下、Ｎ：０．００８％以下およびＴｉ：０．１
５％以下を含有し、さらにＣａ：０．０１％以下、Ｍｇ：０．０１％以下およびＲＥＭ：
０．０１％以下からなる群から選択された１種または２種以上を含有するとともに、下記
式（１）～（３）を満足し、残部Ｆｅおよび不純物からなる化学組成を有するとともに、
面積％で、フェライト：５０％以上９４％以下、ベイナイト：５％以上４９％以下ならび
にマルテンサイトおよび残留オーステナイトの合計：１％以上２０％以下を含有する鋼組
織を有し、
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前記溶融亜鉛めっき鋼板は、全伸び（Ｅｌ）と穴拡げ率（λ）との積（Ｅｌ×λ値）が１
５００％２以上、降伏比（ＹＲ）が７５％以上、引張強度（ＴＳ）が４９０ＭＰａ以上で
ある機械特性を有し、溶接電極先端径：６ｍｍ、加圧力：４４１０Ｎ、溶接電流：９ｋＡ
および通電時間：１８サイクルの直流式抵抗スポット溶接条件で作成した抵抗スポット溶
接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）とせん断試験におけるせん断力（Ｔ
ＳＳ）との比の値である延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）が０．５５以上、抵抗スポット溶接継
手の溶金部と母材とのビッカース硬さの比の値が２．０以下である抵抗スポット溶接性を
有することを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板。
【００１９】
　Ｃ－（１２／４８）×Ｔｉ＊－（１２／９３）×Ｎｂ≦０．０９０　　　　（１）
　Ｔｉ＊＝ｍａｘ［Ｔｉ－（４８／１４）×Ｎ－（４８／３２）×Ｓ，０］　（２）
　２／３×Ｃ＋（１／１５０）×Ｍｎ＋Ｐ＋２×Ｓ＜０．１５       　　　　（３）
　ここで、式（１）～（３）における各元素記号は各元素の含有量（単位：質量％）を示
し、式（２）におけるｍａｘ［　］は［　］内の引数のうち最大の値を返す関数である。
【００２０】
　（２）前記化学組成が、Ｂｉ：０．００５％以下をさらに含有することを特徴とする（
１）項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【００２１】
　（３）前記化学組成が、Ｎｂ：０．１５％以下、Ｃｒ：１％以下、Ｖ：０．１％以下、
Ｍｏ：０．５％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：１％以下およびＢ：０．００５％以下から
なる群から選択された１種または２種以上をさらに含有することを特徴とする（１）項ま
たは（２）項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【００２２】
　（４）前記フェライトがＴｉまたはＮｂを含有する粒径１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の炭化
物、窒化物およびそれらの複合物を１００個／μｍ２以上の数密度で含有することを有す
ることを特徴とする（１）項から（３）項までのいずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼
板。
【００２３】
　（５）前記溶融亜鉛めっき層が、合金化溶融亜鉛めっき層であることを特徴とする（１
）項から（４）項までのいずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板。
【００２４】
　（６）下記工程（Ａ）～（Ｄ）を有することを特徴とする（１）項から（４）項までの
いずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（Ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（Ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（Ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に保持
する均熱処理工程；および
　（Ｄ）前記均熱処理工程により得られた熱延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【００２５】
　（７）下記工程（ａ）～（ｅ）を有することを特徴とする（１）項から（４）項までの
いずれか１項に記載の溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
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０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧
延工程；
　（ｄ）前記冷間圧延工程により得られた冷延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に
保持する均熱処理工程；および
　（ｅ）前記均熱処理工程により得られた冷延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程。
【００２６】
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【００２７】
　（８）下記工程（Ａ）～（Ｄ）および（Ｆ）を有することを特徴とする（５）項に記載
の溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法：
　（Ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（Ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（Ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に保持
する均熱処理工程；
　（Ｄ）前記均熱処理工程により得られた熱延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程；および
　（Ｆ）前記溶融亜鉛めっき工程により得られた冷延鋼板を室温まで冷却する過程におい
て、４８０℃以上６００℃以下の温度域に保持して合金化処理を施す合金化処理工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
　（９）下記工程（ａ）～（ｆ）を有することを特徴とする（５）項に記載の溶融亜鉛め
っき鋼板の製造方法：
　（ａ）スラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前記粗バーを１
０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱間圧延を施し
て熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の平均冷却速度
で１次冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒
以下の平均冷却速度で５秒間以上２次冷却し、その後巻取る熱間圧延工程；
　（ｂ）前記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す酸洗工程；
　（ｃ）前記酸洗工程により得られた熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧
延工程；
　（ｄ）前記冷間圧延工程により得られた冷延鋼板を下記式（４）を満足する保持温度に
保持する均熱処理工程；
　（ｅ）前記均熱処理工程により得られた冷延鋼板に溶融亜鉛めっきを施す溶融亜鉛めっ
き工程；および
　（ｆ）前記溶融亜鉛めっき工程により得られた冷延鋼板を室温まで冷却する過程におい
て、４８０℃以上６００℃以下の温度域に保持して合金化処理を施す合金化処理工程。
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
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　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【００２８】
　ここで、抵抗スポット溶接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）はＪＩＳ
　Ｚ　３１３７で規定されるものであり、抵抗スポット溶接継手のせん断試験におけるせ
ん断力（ＴＳＳ）はＪＩＳ　Ｚ　３１３６で規定されるものであり、穴拡げ率（λ）は日
本鉄鋼連盟規格ＪＦＳ　Ｔ　１００１で規定されるものである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、スポット溶接性および成形性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板が得
られるので、特に自動車車体の軽量化および防錆化に対して極めて有益であって、工業的
効果が大きく、産業上の利用価値は非常に大きい。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
１．鋼板の化学組成
　まず鋼板の化学組成の限定理由について説明する。
　（１）Ｃ：０．０２％以上０．１０％以下
　Ｃは、固溶強化や変態強化、また、Ｔｉ，Ｎｂ等と結合し炭化物を形成することで析出
強化にも寄与するので、鋼の強化に有効な元素である。本発明では、変態強化と析出強化
とを活用することにより鋼を強化するので、十分な強化能を得るためにＣ含有量を０．０
２％以上とする。しかし、Ｃ含有量が０．１０％を超えると、スポット溶接における十字
引張強度の低下が顕著となる場合がある。したがって、Ｃ含有量は０．１０％以下とする
。
【００３１】
　（２）Ｓｉ：０．００５％以上０．５％以下
　Ｓｉは、延性の低下を抑制しつつ強度を高めることを可能にする作用を有するので、鋼
の強化および成形性の向上に有効な元素である。Ｓｉ含有量が０．００５％未満では上記
作用による効果を十分に得られない場合がある。したがって、Ｓｉ含有量は０．００５％
以上とする。好ましくは、０．０２％以上である。一方、Ｓｉ含有量が０．５％超では、
めっき性が著しく阻害される場合がある。したがって、Ｓｉ含有量は０．５％以下とする
。
【００３２】
　（３）Ｍｎ：１．４％以上２．５％以下
　Ｍｎは、鋼の強化に有効な元素である。さらに、鋼板の成形性を低下させるパーライト
の生成を抑制するとともに、結晶粒を微細にして鋼板の成形性を向上させる作用を有する
。Ｍｎ含有量が１．４％未満では上記作用による効果を得ることが困難である。したがっ
て、Ｍｎ含有量は１．４％以上とする。一方、Ｍｎ含有量が２．５％超では、スポット溶
接部の靭性の低下により延性比の低下が著しくなる場合がある。また、めっきのぬれ性の
劣化が著しくなる場合がある。したがって、Ｍｎ含有量は２．５％以下とする。
【００３３】
　（４）Ｐ：０．０２５％以下
　Ｐは、一般的には不純物として含有される元素であるが、固溶強化により鋼板を高強度
化する作用を有するので積極的に含有させてもよい。しかしながら、Ｐ含有量が０．０２
５％超では、スポット溶接部の靭性の劣化が著しくなる場合がある。したがって、Ｐ含有
量は０．０２５％以下とする。
【００３４】
　（５）Ｓ：０．０１０％以下
　Ｓは、不純物として含有される元素である。Ｓ含有量が０．０１０％超では、スポット
溶接部の靭性の劣化が著しくなる場合がある。また、ＭｎＳを形成して成形性を著しく劣
化させる場合がある。したがって、Ｓ含有量は０．０１０％以下とする。好ましくは０．



(9) JP 5699860 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

００８％以下、さらに好ましくは０．００５％以下である。
【００３５】
　（６）ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％以上０．２％以下
　Ａｌは、溶鋼を脱酸して鋼を健全化する作用を有する。ｓｏｌ．Ａｌ含有量が０．００
１％未満では脱酸が十分でない。したがって、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．００１％以上と
する。一方、ｓｏｌ．Ａｌ含有量が０．２％超では、上記作用による効果は飽和してコス
ト的に不利となる。したがって、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．２％以下とする。
【００３６】
　（７）Ｎ：０．００８％以下
　Ｎは、不純物として含有される元素であり、その含有量が０．００８％を超えると、鋳
造時にスラブ表面に割れが発生したり、鋼板の延性の低下が著しくなったりする場合があ
る。したがって、Ｎ含有量は０．００８％以下とする。
【００３７】
　（８）Ｔｉ：０．１５％以下
　Ｔｉは、鋼中のＣやＮと結合して析出物を形成することにより、鋼板の強度を高めると
ともに、鋼板の成形性を低下させる固溶Ｃや固溶Ｎを低減させる作用を有する。また、固
溶Ｃを低減することにより、スポット溶接におけるナゲット部の硬度上昇が抑制されるの
で、延性比を高める作用をも有する。さらにまた、鋼板の成形性を低下させるパーライト
やセメンタイトの生成を抑制するとともに、高い強度と良好な穴拡げ性とを両立するうえ
で有効な相であるベイニティックフェライトの確保を容易にする作用も有する。このよう
に、Ｔｉは鋼板の成形性を高めるとともに良好なスポット溶接性を確保するのに有効な元
素である。したがって、Ｔｉを含有させる。しかしながら、０．１５％を超えて含有させ
ても、上記作用による効果は飽和してコスト的に不利となる。したがって、Ｔｉの含有量
は０．１５％以下とする。上記作用による効果をより確実に得るにはＴｉの含有量を０．
００１％以上とすることが好ましい。
【００３８】
　（９）Ｃａ：０．０１％以下、Ｍｇ：０．０１％以下、ＲＥＭ：０．０１％以下からな
る群から選択された１種または２種以上
　Ｃａ、ＭｇおよびＲＥＭは、いずれも、硫化物や酸化物等の介在物を球状化して、鋼板
の成形性を向上させる作用を有する。したがって、上記元素の１種または２種以上を含有
させる。しかしながら、上記範囲を超えて含有させても、上記作用による効果は飽和して
しまい、コスト的に不利となる。したがって、各元素の含有量は上記範囲とする。なお、
上記作用による効果をより確実に得るには、上記元素のいずれかの含有量を０．０００１
０％以上とすることが好ましい。
【００３９】
　（１０）Ｂｉ：０．００５％以下
　Ｂｉは、任意元素であり、その含有によって凝固組織が微細化し、Ｍｎ等を多量に含有
させても凝固偏析が抑制されて鋼組織が均一となり、成形性の劣化を抑制する作用を有す
る。さらに上記効果によって微細析出物の微細化を促進し、よりフェライト相を強化する
作用を有する析出物の生成を促進するので、高い降伏比と良好な成形性とを両立させるこ
とを目的とする本発明において有効な元素である。したがって、より良好な加工性を確保
する観点からＢｉを含有させることが好ましい。しかしながら、Ｂｉ含有量が０．００５
％超であると、上記作用による効果が飽和してコスト的に不利となる。したがって、Ｂｉ
含有量は０．００５％以下とする。なお、上記作用による効果をより確実に得るには、Ｂ
ｉ含有量を０．０００１％以上とすることが好ましい。
【００４０】
　（１１）Ｎｂ：０．１５％以下、Ｃｒ：１％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｍｏ：０．５％
以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：１％以下およびＢ：０．００５％以下からなる群から選択
された１種または２種以上
　これらの元素は、任意元素であり、鋼板の強度を高める作用を有するので含有させても
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よい。各元素の含有量が上記範囲を超えると高強度化の効果が飽和してコストが嵩む。こ
のため各元素の含有量を前記範囲とする。高強度化の効果をより確実に得るには、Ｎｂ：
０．００１％以上、Ｃｒ：０．１％以上、Ｖ：０．０１％以上、Ｍｏ：０．０５％以上、
Ｃｕ：０．１％以上、Ｎｉ：０．１％以上およびＢ：０．０００２％以上のいずれかを含
有させることが好ましい。
【００４１】
　（１２）式（１）および式（２）
　本発明では、Ｃ、Ｔｉ、Ｎ、ＳおよびＮｂの含有量を、下記式（１）および（２）を満
足するものとする。
【００４２】
　Ｃ－（１２／４８）×Ｔｉ＊－（１２／９３）×Ｎｂ≦０．０９　　　　　　　（１）
　Ｔｉ＊＝ｍａｘ［Ｔｉ－（４８／１４）×Ｎ－（４８／３２）×Ｓ，０］　　　（２）
　ここで、式（１）および（２）における各元素記号は各元素の含有量（単位：質量％）
を示し、式（２）におけるｍａｘ［　］は［　］内の引数のうち最大の値を返す関数であ
る。
【００４３】
　固溶Ｃ量が過剰であると、フェライトの面積率が十分でなく、成形性が低下する。した
がって、固溶Ｃ量の指標である上記式（１）の左辺を用いて、化学組成を上記式（１）を
満足するものとする。上記式（１）の右辺は０．０６５であることが好ましい。
【００４４】
　（１３）式（３）
　本発明では、Ｃ、Ｍｎ、ＰおよびＳの含有量を、下記式（３）を満足するものとする。
　２／３×Ｃ＋（１／１５０）×Ｍｎ＋Ｐ＋２×Ｓ＜０．１５              （３）
　ここで、式（３）における各元素記号は各元素の含有量（単位：質量％）を示す。
抵抗スポット溶接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）を高めるには、ナゲ
ット内において割れの起点となるＣ、Ｍｎ、ＰおよびＳの偏析を抑制することが重要であ
る。このため、溶接母材である鋼板の化学組成について上記元素の含有量を制限すべく、
化学組成を上記式（３）を満足するものとする。下記式（４）を満足するものとすること
が好ましく、下記式（５）を満足するものとすることがさらに好ましい。
【００４５】
　２／３×Ｃ＋（１／１５０）×Ｍｎ＋Ｐ＋２×Ｓ≦０．１２　　　　　　　（４）
　２／３×Ｃ＋（１／１５０）×Ｍｎ＋Ｐ＋２×Ｓ≦０．１０　　　　　　　（５）
【００４６】
２．鋼板の鋼組織
　次に鋼板の鋼組織の限定理由について説明する。なお、鋼組織に関する％は特に断らな
い限り面積％を意味する。
【００４７】
　（１）フェライト面積率：５０％以上９４％以下
　フェライトは、軟質で加工性に富む相であり、良好な成形性を確保するのに有効な相で
ある。フェライト面積率が５０％未満では、延性の低下が著しくなる場合がある。したが
って、フェライト面積率は５０％以上とする。フェライト面積率の上限は、後述するベイ
ナイトと残留オーステナイトの面積率を確保するために９４％以下とする。なお、本発明
におけるフェライトにはベイニティックフェライトが含まれる。ベイニティックフェライ
トはポリゴナルフェライトに比して硬質であるため、４９０ＭＰａ以上の引張強度を確保
する観点からはその面積率が高いほど好ましい。
【００４８】
　（２）ベイナイト面積率：５％以上４９％以下
　ベイナイトは、穴拡げ性を低下を抑制しつつ強度を高めるのに有効な組織である。ベイ
ナイト面積率が５％未満では４９０ＭＰａ以上の引張強度を確保することが困難な場合が
ある。したがって、ベイナイト面積率は５％以上とする。ベイナイト面積率の上限は、上
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述したフェライトと後述する残留オーステナイトおよびマルテンサイトの合計面積率を確
保するために４９％以下とする。
【００４９】
　（３）残留オーステナイトおよびマルテンサイトの合計面積率：１％以上２０％以下
　残留オーステナイトおよびマルテンサイトは、良好な延性を確保するのに有効な相であ
る。したがって、本発明が目的とする良好な延性を確保するために、残留オーステナイト
およびマルテンサイトの合計面積率を１％以上とする。一方、残留オーステナイトが加工
歪により変態して生成されるマルテンサイトや当初より存在するマルテンサイトは硬質で
あるため、その面積率が過大であると成形性の劣化が顕著となる。このため、残留オース
テナイトおよびマルテンサイトの合計面積率は２０％以下とする。
【００５０】
　（４）ＴｉまたはＮｂを含有する粒径１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の炭化物、窒化物および
それらの複合物のフェライト中における数密度：１００個／μｍ２以上
　ＴｉおよびＮｂをフェライト中に析出させることにより、フェライトが強化され、他の
相および組織との硬度差が小さくなり、穴拡げ性を高めることができる。フェライトを効
果的に強化し得る析出物の粒径が１ｎｍ以上２０ｎｍ以下であることから、本発明におい
ては、ＴｉまたはＮｂを含有する粒径１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の炭化物、窒化物およびそ
れらの複合物のフェライト中における数密度を１００個／μｍ２以上とすることが好まし
い。上記数密度の上限は特に規定しないが、フェライトが過度に硬質化すると伸びフラン
ジ性の劣化を招く場合があるので１００００個／μｍ２以下とすることが好ましい。
【００５１】
３．溶融亜鉛めっき鋼板の機械特性
　次に、溶融亜鉛めっき鋼板の機械特性の限定理由について説明する。
【００５２】
　（１）全伸び（Ｅｌ）と穴拡げ率（λ）との積Ｅｌ×λ値：１５００％２以上
　本発明では、良好な成形性を得ることを目的とするので、全伸び（Ｅｌ）と穴拡げ率（
λ）との積Ｅｌ×λ値を１５００％２以上とする。
【００５３】
　（２）降伏比（ＹＲ）：７５％以上、引張強度（ＴＳ）：４９０ＭＰａ以上
　降伏比や引張強度が低いと、耐衝突特性を要求される部品や大入力時に塑性変形するこ
とを避ける必要がある部品といった用途に適用することが困難となる。そこで、本発明に
おいては、降伏比（ＹＲ）を７５％以上とし、引張強度（ＴＳ）を４９０ＭＰａ以上とす
る。
【００５４】
４．溶融亜鉛めっき鋼板の溶接性
　次に、溶融亜鉛めっき鋼板の溶接性の限定理由について説明する。
【００５５】
　なお、抵抗スポット溶接継手は、溶接電極先端径：６ｍｍ、加圧力：４４１０ｋＮ、溶
接電流：９ｋＡおよび通電時間：１８サイクルの直流式抵抗スポット溶接条件で作成した
ものとする。
【００５６】
　（１）抵抗スポット溶接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）とせん断試
験におけるせん断力（ＴＳＳ）との比の値である延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）：０．５５以
上
　スポット溶接継手の信頼性を示す指標として、抵抗スポット溶接継手の十字引張試験に
おける十字引張力（ＣＴＳ）とせん断試験におけるせん断力（ＴＳＳ）とが挙げられる。
通常、十字引張力（ＣＴＳ）はせん断力（ＴＳＳ）に比して小さくなるので、十字引張力
（ＣＴＳ）とせん断力（ＴＳＳ）との比の値である延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）が高いほど
スポット溶接性に優れるといえる。そこで、本発明においては延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）
を０．５５以上とする。
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【００５７】
　（２）抵抗スポット溶接継手の溶金部と母材とのビッカース硬さの比の値：２．０以下
　抵抗スポット溶接継手の溶金部と母材との硬度比が大きいと、延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ
）を０．５５以上とすることが困難となる。したがって、抵抗スポット溶接継手の溶金部
と母材とのビッカース硬さの比の値は小さいほど好ましく、本発明においては２．０以下
とする。
【００５８】
５．製造方法
　次に、本発明にかかる溶融亜鉛めっき鋼板の好適な製造方法について説明する。
【００５９】
　（１）熱間圧延工程
上記化学組成を有するスラブを１１００℃以上として粗熱間圧延を施して粗バーとし、前
記粗バーを１０００℃以上に加熱した後にＡｒ３点以上の温度域で圧延を完了する仕上熱
間圧延を施して熱延鋼板とし、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５℃／秒以上の
平均冷却速度で冷却し、次いで、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４
０℃／秒以下の平均冷却速度で冷却して巻取る。
【００６０】
　粗熱間圧延に供するスラブの温度は１１００℃以上とする。粗熱間圧延に供するスラブ
の温度が１１００℃未満では、鋳造時に析出したＴｉおよびＮｂ系の炭化物、窒化物、炭
窒化物の再固溶が十分に進行せずに、粗大なまま最終製品である溶融亜鉛めっき鋼板にま
で残存してしまい、穴拡げ性や成形性の低下を招く場合がある。また、再固溶したＴｉや
Ｎｂによる析出強化により引張強度の向上が図られるところ、再固溶するＴｉやＮｂの量
が低下することにより、再固溶したＴｉやＮｂによる析出強化が不十分となり、目的とす
る引張強度が得られない場合がある。したがって、粗熱間圧延に供するスラブの温度は１
１００℃以上とする。粗熱間圧延に供するスラブの温度の上限は特に規定する必要はない
が、過度に高温とするとスケールによる歩留り低下が著しくなるので１４００℃以下とす
ることが好ましい。
【００６１】
　粗熱間圧延により得られる粗バーを１０００℃以上に加熱する。粗バーを１０００℃以
上に加熱することにより、高温域におけるＴｉやＮｂの析出が抑制され、後述する仕上熱
間圧延後の低温域において微細な析出物を十分に生成させることができるので、ＴｉやＮ
ｂの析出強化による鋼の強化が可能となる。また、鋼板表面のスケール生成が促進されそ
の剥離が容易となり、美麗な表面を有する鋼板を得ることができる。したがって、粗バー
加熱温度は１０００℃以上とする。粗バーの加熱温度の上限は特に規定しないが、生産性
の観点からは１３００℃以下とすることが好ましい。
【００６２】
　仕上熱延圧延完了温度はＡｒ３点以上とする。仕上熱延圧延完了温度がＡｒ３点未満で
は、鋼組織が不均一なバンド状組織となり、製品の成形性が劣化する。仕上熱間圧延完了
温度の上限は特に規定する必要はないが、仕上熱間圧延完了温度が著しく高いと、スケー
ルが過度に生成して表面疵を誘発する場合があるので、１０００℃以下とすることが好ま
しい。
仕上熱間圧延完了後は、フェライト変態が活発化する温度域まで急冷して保持することに
よりフェライト面積率を高める。このため、６００℃以上７００℃以下の温度域まで３５
℃／秒以上の平均冷却速度で冷却する１次冷却を行う。１次冷却の平均冷却速度が３５℃
／秒未満では、設備制約上、フェライト変態に要する時間を十分に確保することが困難と
なり、所定のフェライト面積率を確保することが困難となる場合がある。
【００６３】
　上記１次冷却の後、過度なフェライト変態を抑制しつつＴｉやＮｂの炭化物の生成を促
すために、４００℃以上６５０℃以下の温度域まで５℃／秒以上４０℃／秒の平均冷却速
度で５秒間以上冷却する２次冷却を行う。２次冷却の平均冷却速度が５℃／秒未満であっ
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たり、２次冷却の終了温度が６５０℃超であったりすると、フェライト変態が過度に進行
してしまい、ベイナイトや残留オーステナイトの面積率が不足して目的とする強度が得ら
れない場合がある。一方、２次冷却の平均冷却速度が４０℃／秒超であったり、２次冷却
の終了温度が４００℃未満であったり、２次冷却時間が５秒間未満であったりすると、Ｔ
ｉやＮｂの炭化物の生成が十分に進行しないため、上記式（１）を満足する化学組成とし
ても、鋼中にＣが固溶状態で多量に残存し、抵抗スポット溶接性を低下させる場合がある
。
【００６４】
　（２）酸洗工程
　上記熱間圧延工程により得られた熱延鋼板に酸洗処理を施す。
酸洗は常法に従えばよい。また、酸洗前または酸洗後において、平坦矯正やスケール剥離
促進のためにスキンパス圧延を施してもよく、本発明の効果に影響することはない。スキ
ンパス圧延を施す場合の伸び率は特に規定する必要はなく、例えば０．３％以上３．０％
未満とすればよい。
【００６５】
　（３）冷間圧延工程
　上記酸洗工程により得られた熱延鋼板には冷間圧延を施して冷延鋼板としてもよい。冷
間圧延は常法に従えばよい。
【００６６】
　（４）均熱処理および溶融亜鉛めっき工程
　上記酸洗工程により得られた熱延鋼板、または、上記冷間圧延工程により得られた冷延
鋼板に、下記式（４）を満足する保持温度に保持する均熱処理を施した後、溶融亜鉛めっ
き処理を施す。上記均熱処理と融亜鉛めっき処理とは、連続溶融亜鉛めっき設備で連続し
て行うことが生産性の観点から好ましい。
【００６７】
　９００―Ｔ２×０．２≦Ｔ≦１０００　　　（４）
　ここで、式中のＴ２は熱間圧延工程における２次冷却の終了温度（℃）を、Ｔは均熱処
理工程における保持温度（℃）を、それぞれ示す。
【００６８】
　均熱温度が（９００―Ｔ２×０．２）℃未満では、オーステナイトへの変態が不十分で
あり、目的とする残留オーステナイトおよびマルテンサイトの面積率が得られないため、
目的とする強度、延性を確保することが困難となる。したがって、均熱温度は（９００―
Ｔ２×０．２）℃以上とする。一方、均熱温度が１０００℃超では、結晶粒が過剰に成長
してしまい、目的とする強度を得ることが困難となる場合がある。また、粗大なパーライ
トおよびセメンタイトが析出しやすくなるため、目的とする成形性が得られなくなる場合
がある。したがって、均熱温度は１０００℃以下とする。
【００６９】
　均熱処理後の冷却条件は特に規定する必要はない。Ｔｉ炭化物の析出を促して、より良
好なスポット溶接性を確保するという観点からは、平均冷却速度を１０℃／秒以下とする
ことが好ましい。
【００７０】
　溶融亜鉛めっき処理は常法に従えばよい。また、さらに合金化処理を施して合金化溶融
亜鉛めっき鋼板としてもよい。この場合、合金化処理温度は４００℃以上６００℃以下と
することが好ましい。また、めっき付着量は一般に製品として用いられている２５ｇ／ｍ
２以上７０ｇ／ｍ２以下範囲とすればよい。また、形状矯正のために本発明の鋼板にスキ
ンパス圧延を施してもよい。
【００７１】
　このようにして、本発明にかかる製造方法により、本発明にかかる溶融亜鉛めっき鋼板
が提供される。
【実施例】
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【００７２】
　本発明の具体的な実施例を以下に説明する。
　表１に示す１～１２の化学成分を有する鋼を転炉にて溶製し、連続鋳造試験機にて連続
鋳造を実施し、幅１４００ｍｍで厚み２５０ｍｍのスラブとした。得られたスラブを表２
に示す条件にて熱間圧延した。粗バーの加熱温度は１０３０℃とした。得られた熱延鋼板
に酸洗を施した。一部の鋼板については、４５％の圧下率で、冷間圧延を行った。得られ
た熱延鋼板ならびに冷延鋼板に対して、続いて表３に示した各条件で合金化溶融亜鉛めっ
き処理を施した。一部の鋼板においては、めっき後、５１０℃で合金化処理も行った。
【００７３】
　（１）鋼組織の評価
　鋼板の圧延方向に平行な断面について、光学顕微鏡または電子顕微鏡を用いて、残留オ
ーステナイト以外の相および組織の面積率を画像処理により求めた。残留オーステナイト
の面積率は、各鋼板に対して、板厚の２５％を減厚するための化学研磨を施し、化学研磨
後の表面をＸ線回折により、残留オーステナイト量を算出して求めた。
【００７４】
　（２）引張試験
　各種鋼板に対して圧延直角方向からＪＩＳ５号引張試験片を採取し、降伏強度（ＹＳ）
、引張強度（ＴＳ）、全伸び（Ｅｌ）を調査した。
【００７５】
　（３）成形性
　成形性は、引張試験よって求めた降伏比（ＹＲ）と全伸び（Ｅｌ）、および、穴拡げ試
験によって求めた穴拡げ率（λ）とを用いて評価した。穴拡げ試験は日本鉄鋼連盟規格Ｊ
ＦＳ　Ｔ　１００１に準拠して行った。降伏比（ＹＲ）が７５％以上かつ全伸び（Ｅｌ）
との積Ｅｌ×λ値が１５００％２以上である場合に、成形性が良好であると判定した。
【００７６】
　（４）延性比
　スポット溶接性は、溶接電極の先端径を６ｍｍ、直流電源、加圧力４５０ｋｇ、電流を
９ｋＡ、通電時間を１８サイクルの条件で行った。スポット溶接後、ＪＩＳ　Ｚ　３１３
７の十字引張試験による十字引張力（ＣＴＳ）とＪＩＳ　Ｚ　３１３６のせん断試験によ
るせん断力（ＴＳＳ）とを測定した。
【００７７】
　（５）抵抗スポット溶接継手の溶金部と母材とのビッカース硬さの比
　抵抗スポット溶接継手の溶金部と母材とのビッカース硬さはＪＩＳ　Ｚ　２２４４に記
載されるビッカース硬さ試験により調査した。試験力はＨｖ０．５とした。圧延方向に平
行な断面について鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における硬度を測定した。溶金部の
硬度はスポット溶接後のナゲット径中央部から左右に０．２ｍｍピッチで５点、母材の硬
度は溶接前の鋼板を０．２ｍｍピッチで１０点測定し、それぞれの平均値を求め、溶金部
の平均硬度を母材の平均硬度で除した値を溶金部と母材とのビッカース硬さの比とした。
【００７８】
　＜本発明＞
　本発明である供試材Ｎｏ．１～１９は、全伸び（Ｅｌ）と穴拡げ率（λ）との積（Ｅｌ
×λ値）が１５００％２以上、降伏比（ＹＲ）が７５％以上、引張強度（ＴＳ）が４９０
ＭＰａ以上である機械特性を有し、高い強度と良好な成形性を有している。また、抵抗ス
ポット溶接継手の十字引張試験における十字引張力（ＣＴＳ）とせん断試験におけるせん
断力（ＴＳＳ）との比の値である延性比（ＣＴＳ／ＴＳＳ）が０．５５以上、抵抗スポッ
ト溶接継手の溶金部と母材とのビッカース硬さの比の値が２．０以下であり、良好な溶接
性をも有している。
【００７９】
　＜比較例＞
　供試材Ｎｏ．２０は、粗バー加熱が実施されず、本発明外であった。析出物が微細に生
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成型性が不十分であった。
【００８０】
　供試材Ｎｏ．２１はスラブの加熱温度が不十分であり、本発明外であった。スラブ加熱
時に、熱延後に微細な析出物が十分生成せず、その密度は１００個／μｍ２以下となり、
目的とする引張強度が得られず、また成型性が不十分であった。
【００８１】
　供試材Ｎｏ．２２は仕上圧延完了温度がＡｒ３点以下となり本発明外であった。圧延温
度の低下によりフェライト主体の組織とならず、成形性が不十分であった。
　供試材Ｎｏ．２３は１次冷却速度が３５℃／秒を満たさず、本発明外であった。１次冷
却速度が遅いため、フェライト変態温度域の時間が十分でなく、フェライト主体の組織と
ならず、成型性が不十分であった。
【００８２】
　供試材Ｎｏ．２４は２次冷却速度が５℃／秒未満となり本発明外であった。高温度域に
おいてフェライトの変態が過度に進み、目的とする金属組織が得られないため十分な引張
強度が得られなかった。
【００８３】
　供試材Ｎ０．２５は２次冷却速度が４０℃／秒以上となり、本発明外であった。Ｔｉ、
Ｎｂの析出が十分ではなく、鋼板中の固溶Ｃ量が増加したため良好な溶接性が得られなか
った。
【００８４】
　供試材Ｎｏ．２６は均熱温度が式（４）を外れ、本発明外であった。オーステナイト変
態が不十分であり、残留オーステナイトとマルテンサイトが得られず、成形性が低下した
。また、析出物の生成が不十分であり、鋼板中の固溶Ｃ量が増加したため良好な溶接性が
得られなかった。
【００８５】
　供試材Ｎｏ．２７は、Ｃ量が０．０２％未満であり、本発明外であった。ベイナイト、
およびオーステナイトとマルテンサイトの面積率が十分でなく、目的とする強度が得られ
なかった。
【００８６】
　供試材Ｎｏ．２８は、Ｃ量が０．１を超え本発明外であった。鋼板中のＣ量が高いため
に良好な溶接性が得られなかった。
　供試材Ｎｏ．２９は、式（１）を満たさず本発明外であった。固溶Ｃ量が高いため成形
性が十分ではなく、さらに良好な溶接性が得られなかった。
【００８７】
　さらに、供試材Ｎｏ．３０は式（３）を満たさず本発明外であった。Ｍｎ量とＳ量が高
く、成型性が十分ではなく、さらに良好な溶接性が得られなかった。
【００８８】
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【表１】

【００８９】
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【表２】

【００９０】



(18) JP 5699860 B2 2015.4.15

10

20

30

40

【表３】
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